
令和５年度 第１回いのち支える山形市自殺対策協議会 
 

                         日 時 令和５年８月 30 日（水） 
                             午後２時～３時 30 分 

                               場 所  市役所 11 階 大会議室 
 

次  第 

 
１ 開 会 

 

２ 委員紹介 

 

３ 報 告                   

（１）山形市の自殺の現状について                      （資料１） 
（２）「いのち支える山形市自殺対策計画（第１期）」における取組みの結果と今後の方向性に

ついて                                                          （資料１）    

（３）「自殺対策ＳＮＳ等相談事業における連携自治体事業」に関する協定締結について 
                                  （資料２） 

 

４ 協 議 

（１）「いのち支える山形市自殺対策計画（第２期）」の骨子案について  （資料１）（資料３）

（２）「いのち支える山形市自殺対策計画（第２期）」の策定スケジュール案について 
                                                                    （資料４） 

（３）その他 
 

５ 意見交換 

 

６ その他 

 

７ 閉 会 

 

 

■令和５年度 第２回山形市自殺対策推進庁内連絡会議 

日時及び場所：令和５年 11 月 15 日（水）午後１時 30分～午後２時 30 分 11 階大会議室 

■令和５年度 第２回いのち支える山形市自殺対策協議会 

日時及び場所：令和５年 12 月 20 日（水）午後２時～午後３時 30分 市消費生活センター研修室 

(霞城セントラル３階) 
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ア ン ボ

　寛明
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3 日本精神科病院協会山形県支部 若宮病院　院長 田中
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　武
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4 山形市薬剤師会 副会長 伊藤
イ ト ウ

　正彦
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5 山形県精神保健福祉士協会 監事 荒井
ア ラ イ

　さつき

6 山形市社会福祉協議会　 相談支援課福祉まるごと支援係　係長 長岡
ナガオカ

　めぐみ

7 山形市地域包括支援センター 地域包括支援センター大森　センター長 渡部
ワタナベ　

　美由紀
ミ ユ キ

8 山形市障がい者自立支援協議会 地域活動支援センターおーる　相談支援専門員 佐田
サ ダ

　静枝
シ ズ エ

9 山形市民生委員児童委員連合会　 常任理事 半田
ハ ン ダ

　博
ヒロ

隆
タカ

10 認定特定非営利活動法人　発達支援研究センター 代表 細谷
ホ ソ ヤ

　暁
アキコ

子

11 社会福祉法人　山形いのちの電話 常務理事（兼）事務局長 永澤
ナガサワ

　孝
タカシ

12 山形地域産業保健センター 登録産業医 武田
タ ケ ダ

　由美子
ユ ミ コ

13 山形商工会議所 理事・事務局長 橋本
ハシモト

　善彦
ヨシヒコ

14 山形労働基準監督署 安全衛生課長 遠藤
エンドウ

　賢
サトル

15 山形公共職業安定所（ハローワークやまがた） 企画調整部門　統括職業指導官 鈴木
ス ズ キ

　徹
テツオ

夫

16 山形市小学校校長会 山形市立本沢小学校　校長 鎌田
カ マ タ

　史
ノブアキ

顯

17 山形市中学校校長会 山形市中学校校長会　会長 齋藤
サイトウ

　真一
シンイチ

18 山形警察署 生活安全課長 鈴木
ス ズ キ

　哲也
テ ツ ヤ

19 山形市消防本部 救急救命課長 武田
タ ケ ダ

　聡
サトシ

20 山形県弁護士会 弁護士 及川
オイカワ

　善
ヨシヒロ

大

21 山形県精神保健福祉センター 保健主査 長瀬
ナ ガ セ

　恵美子
エ ミ コ

代理出席

22 山形市健康医療部 部長 伊藤
イ ト ウ

　哲雄
テ ツ オ

氏名

後藤　好邦

川合　尚子

佐藤　香

佐藤　絵里子

土田　静花

土屋　花

大津　菜月

渡辺　真理子

山形市健康医療部健康増進課　精神保健・感染症対策室精神保健福祉士

山形市健康医療部健康増進課　精神保健・感染症対策室会計年度任用職員

No. 団体名
委員(任期：令和５年７月１日～令和７年６月30日）

事務局

山形市健康医療部健康増進課　課長

役職

令和５年度　第１回いのち支える山形市自殺対策協議会　出席者名簿

山形市健康医療部健康増進課　精神保健・感染症対策室室長

山形市健康医療部健康増進課　精神保健・感染症対策室副室長

山形市健康医療部健康増進課　精神保健・感染症対策室精神保健係長

山形市健康医療部健康増進課　精神保健・感染症対策室主任保健師

山形市健康医療部健康増進課　精神保健・感染症対策室保健師



いのち支える山形市自殺対策協議会設置要綱 
 
（設置） 

第１条 自殺対策基本法（平成１８年法律第８５号）第１３条第２項の規定による「い

のち支える山形市自殺対策計画」に基づき、関係機関及び関係団体等と連携し、山形

市における自殺対策を総合的かつ効果的に推進するため、いのち支える山形市自殺対

策協議会（以下「協議会」という。）を置く。 
 
（協議事項） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行うものとする。 
⑴ 「いのち支える山形市自殺対策計画」の推進に関すること。 
⑵ 自殺の現状把握に関する情報交換に関すること。 
⑶ 自殺対策に関する意見交換に関すること。 
⑷ 行政、関係機関及び関係団体の連携に関すること。 
⑸ その他本市の自殺対策の推進に関し必要な事項 

 
（構成） 

第３条 協議会は、委員２５人以内をもって構成する。 
２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が依頼する。 

⑴ 別表に掲げる関係機関及び関係団体に属する者 
⑵ その他市長が必要と認める者 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 
４ 委員は、再任されることができる。 
５ 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。 
６ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 
７ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員

がその職務を代理する。 
 
（会議） 

第４条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が必要に応じて招集し、会長は、

その議長となる。 
２ 会長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。 

 
（守秘義務） 

第５条 委員及び委員であった者は、正当な理由なく会議における協議に関して知り得

た秘密を漏らしてはならない。 
 
（事務局） 

第６条 協議会の事務局を山形市健康医療部健康増進課精神保健・感染症対策室に置き、

会務を処理する。 
 
（委任） 



第７条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に

定める。 
附 則 

（施行期日） 
１ この要綱は、令和元年６月２０日から施行する。 
（山形市自殺対策計画策定検討会議開催要綱の廃止） 

２ 山形市自殺対策計画策定検討会議開催要綱（平成３０年６月２７日施行）は、廃止

する。 
 
 
別表（第３条関係） 

分 野  関係機関・団体名 
学識経験者  １ 公立大学法人山形県立保健医療大学 

保健・医療 

 ２ 山形市医師会 
 ３ 日本精神科病院協会山形県支部 
 ４ 山形市薬剤師会 
 ５ 山形県精神保健福祉士協会 

福 祉 
 ６ 山形市社会福祉協議会 
 ７ 山形市地域包括支援センター 
 ８ 山形市障がい者自立支援協議会 

地 域 
 ９ 山形市民生委員児童委員連合会 
１０ 認定特定非営利活動法人 発達支援研究センター 
１１ 社会福祉法人 山形いのちの電話 

労 働 

１２ 山形地域産業保健センター 
１３ 山形商工会議所 
１４ 山形労働基準監督署 
１５ 山形公共職業安定所（ハローワーク山形） 

教 育 １６ 小学校校長会 
１７ 中学校校長会 

警 察 
消 防 

１８ 山形警察署 
１９ 山形市消防本部 

司 法 ２０ 山形県弁護士会 

行 政 ２１ 山形県精神保健福祉センター 
２２ 山形市健康医療部 

 







 

 

特定非営利活動法人自殺対策支援センター ライフリンクとの 

「自殺対策ＳＮＳ等相談事業における連携自治体事業」に関する協定締結について 

 

１ 協定締結先 

 特定非営利活動法人自殺対策支援センター ライフリンク 

 

２ 協定締結の目的 

「相談の入口から出口までの包括的な支援」の取組について相互に連携し、自殺リスク

を抱えた市民が必要な支援を受けることができる環境を整備することにより、「いのち支

える山形市自殺対策計画」に基づく「誰も自殺に追い込まれることのない山形市」の実現

に寄与することを目的とする。 

  

３ 協定内容 

（１）自殺対策ＳＮＳ等相談支援事業の連携した相談支援（つなぎ支援） 

  特定非営利活動法人自殺対策支援センター ライフリンクが行うＳＮＳ等相談において、

直接的な支援が必要でかつ情報提供の同意を得た市民の方について、山形市健康増進課が

相談の連絡・調整窓口となり、内容に応じて市関係課や関係機関につなぐ支援を実施する。 

（２）相談窓口「♯いのちＳＯＳ山形市」のカードの配布 

自殺リスクが高い、もしくはひきこもり等により対面や電話等に応じることが困難な方

に対し、特定非営利活動法人自殺対策支援センター ライフリンクによる専門的な相談を

優先的に受けることができる「＃いのちＳＯＳ山形市」（連携自治体に限り案内可能なア

カウント）が記された案内カードを配布する。 

 

資料２ 



４ 周知ステッカーシールの掲示 

  市民がより身近な相談窓口として SNS 相談等を活用できるよう、市役所や公民館、高校

や大学等（63 か所）のお手洗い（個室、約 1,600 か所）にステッカーシールを掲示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



いのち支える山形市自殺対策計画（第２期）の骨子案
計画策定の趣旨 計画の位置付け 計画期間

基
本
理
念

本市の自殺の現状と特徴

基本施策と取組み概要

数値目標

本市の自殺対策の現状と課題、施策の方向性
を明確にし、自殺対策を「生きることの包括
的な支援」として、総合的かつ計画的に推進
するために策定するもの。

自殺対策基本法第13条第２項に規定する「市町村
自殺対策計画」として策定。
「山形市発展計画2025」との整合性を図り、「健
康医療先進都市」の確立に向けて取り組む。

令和６年度～令和10年度

（５年間）

【参考】
自殺死亡率を令和８年
までに11.7へ減少させ
る。

※ 資料１を踏まえて整理し、記載する。

第１期計画での取組みと今後の課題等

※ 資料１を踏まえて整理し、記載する。

※第２回自殺対策庁内連絡会議およびいのち支える山形市自殺対
策協議会にて計画の素案を提示し、意見を踏まえ記載する。

当面の重点施策

※第２回自殺対策庁内連絡会議およびいのち支える山形市自殺対策協議会にて
計画の素案を提示し、意見を踏まえ記載する。

評価指標

※第２回自殺対策庁内連絡会議およびいのち支える山形市自殺対策協議会にて
計画の素案を提示し、意見を踏まえ記載する。

自殺総合対策の基本方針
（自殺総合対策大綱より）

１.生きることの包括的な支援として推進する

２.関連施策との連携を強化して総合的に取り組む

３.レベルごとの対策や対応の段階に応じた施策を効果的に連動させる

４.実践と啓発を両輪として推進する

５.市、関係機関、企業及び市民の役割を明確化し、その連携・協働を推進する

６.自殺者等の尊厳及び生活の平穏に配慮する

資料３

SDGs関連目標

【参考】いのち支える山形県自殺対策計画
（第２期）

 こころ通
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自殺対策会議 新計画策定に向けての作業

7月19日 山形市自殺対策推進庁内連絡会議① ・庁内連絡会議にて計画骨子案の提示

8月30日 いのち支える山形市自殺対策協議会①
・庁内連絡会議の意見を計画骨子案に反映
・協議会にて計画骨子案の提示

9月～10月 ・庁内・庁外へ事業の棚卸し

10月 ・庁内関係課へ計画素案の提示、意見照会

11月15日 山形市自殺対策推進庁内連絡会議②
・意見照会の内容を計画素案に反映
・庁内連絡会議にて計画素案を協議

12月20日 いのち支える山形市自殺対策協議会②
・庁外関係機関へ計画素案の提示
・協議会にて計画素案を協議

12月～２月 ・計画の修正等

３月 ・計画の決定、市民に報告

「いのち支える山形市自殺対策計画（第２期）」策定までのスケジュール案

開催
時期

令
和
５
年

資料４



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参 考 資 料 
 

 

 

 

 

 

・参考資料１ 山形市における自殺の現状 

・参考資料２ 計画進捗管理シート 

・参考資料３ 「いのち支える山形市自殺対策計画（第１期）」の進捗状況 



年間の自殺死亡数 

 

   人口 

山形市における自殺の現状 
 

目次 
 １ 自殺者数の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

２ 自殺死亡率の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 
３ 山形市と全国との比較について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３～４ 
４ 年齢階級別の死因順位（山形県）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 
５ 有職者の労働時間とメンタルヘルス（全国）・・・・・・・・・・・・・・・・・５～７ 
６ 職業別自殺者数の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８～９ 
７ 原因・動機別の傾向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ 
８ 自損行為による性別・年代別救急出動件数及び自殺未遂者の状況・・・・・・・・・・10 
９ 心の健康（山形県）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 
10 生活困窮の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11～12 
11 母子の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13～14 
12  おやこの状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 
13 高齢者の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15～16 
14 児童生徒及び学生等の状況（全国）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 
15 新型コロナウイルス感染症拡大の影響（全国）・・・・・・・・・・・・・・・・17～18 

 
 
【参考】自殺統計（警察庁）と人口動態統計（厚生労働省）の違い（厚生労働省ＨＰより） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

～自殺死亡率～ 

・自殺死亡率：人口１０万人当たりの自殺者数 

・自殺死亡率＝                    ×100,000 

 

 
 

（１）日本における外国人の取扱いの差異 
「自殺統計」は、日本における日本人及び日本における外国人の自殺者数としている
のに対し、「人口動態統計」は日本における日本人のみ自殺者数としています。 

 
（２）調査時点の差異 

「自殺統計」は、捜査等により、自殺であると判明した時点で、自殺統計源票を作成
し、計上しているのに対し、「人口動態統計」は自殺、他殺あるいは事故死のいずれ
か不明のときは原因不明の死亡等で処理しており、後日原因が判明し、死亡診断書等
の作成者から自殺の旨訂正報告があった場合には、遡って自殺に計上しています。 

 
（３）計上地点の差異 

「自殺統計」は、発見地に計上しているのに対し、「人口動態統計」は住所地に計上
しています。 

参考資料１ 

年間の自殺死亡数 
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１ 自殺者数の推移                                  

山形市の自殺者数は、平成21年の61人をピークに経年的に増減を繰り返しているものの長期的

には減少傾向となっています。平成30年からは30人台を推移してます。自殺者数は男性が多く、

女性の２～３倍となっています。 
 

 
 

 

 

 

図 1 全国・山形県・山形市の自殺者数の推移（平成 17 年～令和３年） 
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図 2 山形市の男女別自殺者数の推移（平成 17年～令和３年） 

（厚生労働省 人口動態統計） 

（厚生労働省 人口動態統計） 
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２ 自殺死亡率の推移                                  

山形市の自殺死亡率は、令和３年は13.0で全国16.5及び県20.1に比べ低い。令和３年は国、

県、市ともに自殺死亡率が上昇しています。また経年的にみると増減を繰り返しながら減少傾向

にあり、平成30年以降は横ばいの状況です 

また、男性の死亡率は経年的にみると増減を繰り返しています。女性の死亡率は全国や県と大

きな差はありませんが、令和２年は減少し令和３年は死亡率が上昇しました。 

 

 

  

（厚生労働省 人口動態統計） 
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３ 山形市と全国との比較について                                  

いのち支える自殺対策推進センターがまとめている「地域自殺実態プロファイル2022」に基づ
き、山形市と全国の差について考察した結果は以下のとおりです。 

（１）自殺者の割合・自殺死亡率（性別・年齢階級別・職種の有無・同独居） 
【自殺者の割合（自殺者数全体に占める割合）】 
 男女ともに「60歳以上・無職者・同居有」が最も高くなっています。 
【自殺死亡率】 
男性では「20歳～39歳・有職者・独居」が全国と比較して高くなっています。また全国と

同様に「40歳～59歳・無職者・独居」が他の区分と比較して高くなっています。 
 女性は全国と同様の傾向です。 

 

 

 

（２）自殺者の割合・自殺死亡率（性別・年代別） 

 【自殺者の割合（自殺者数全体に占める割合）】 

男性では30歳代、50歳代の割合が高くなっています。女性では20歳代、60歳代、80歳以上

の割合が高くなっています。 

 

図5 自殺者の割合・自殺死亡率（性別・年齢階級別・同独居） 
警察庁自殺統計特別集計（自殺日・住居地、H29～R3合計） 

図6-1 性・年代別（H29～R3年平均）の自殺者割合（自殺統計（自殺日・住居地） 
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【自殺死亡率】 

自殺死亡率を見ると、男性は、20歳代、30歳代で全国より高くなっています。女性は、おお

むね全国より低いですが20歳代、60代、80歳以上が全国と同程度になっています。 

 

 

 

 

 

 

４ 年齢階級別の死因順位（山形県）                                
 山形県の令和３年における年齢階級別の死亡原因は下表のとおりです。自殺は10歳代～30歳代 
で第１位、４０～５０代で第３位となっています。  

 表１ 令和3年度年齢階級別の死因順位（山形県） （厚生労働省人口動態統計） 

年齢階級 1 位 2 位 3 位 

10～19 歳 自殺 心疾患 悪性新生物 

20～29 歳 自殺 悪性新生物 心疾患/不慮の事故 

30～39 歳 自殺 悪性新生物 心疾患 

40～49 歳 悪性新生物 心疾患 自殺 

50～59 歳 悪性新生物 心疾患 自殺 

60～69 歳 悪性新生物 心疾患 脳血管疾患 

70～79 歳 悪性新生物 心疾患 脳血管疾患 

80 歳～ 悪性新生物 老衰 心疾患 

 

 

 

 

図6-2 性・年代別（H29～R3年平均）の自殺死亡率(10万対)（自殺統計（自殺日・住居地）） 
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５ 有職者の労働時間とメンタルヘルス（全国）                              

月末１週間の就業時間が 60 時間以上の就業者の割合の推移を性別、年齢層別にみると、全年代の
男性のうち、40 歳代、30 歳代の割合が高く、令和３年は 40歳代男性で 10.4％、30 代男性で 9.9％で
となっています。 

 
図 7-1 月末１週間の就業時間が 60 時間以上の就業者の割合   図 7-2 月末１週間の就業時間が 60 時間以上の就業者の割合 

 
 
 
 
 

 
（令和 4 年版過労死等防止対策白書） 

 

仕事や職業生活に関することで、強い不安、悩み、ストレスを感じている労働者の割合は、令和３
年は 53.3％であり、依然として半数を超えています。 

図 8 仕事や職業生活に関する不安、悩み、ストレスを感じる労働者の割合 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 （令和 4 年版過労死等防止対策白書） 
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また、「仕事や職業生活に関することで、強い不安、悩み、ストレスを感じる」とした労働者のう
ち、その内容をみると「仕事の量」が 43.2％と最も多く、次いで「仕事の失敗、責任の発生等」が
33.7％、「仕事の質」が 33.6％となっています。 

 
図 9 「仕事や職業生活に関することで、強い不安、悩み、ストレスを感じる」 

とした労働者のうち、その内容 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（令和 4 年版過労死等防止対策白書） 

 
職場のハラスメントの問題については、全国の総合労働相談コーナーに寄せられた「いじめ・ 

嫌がらせ」の件数が平成 30 年まで 10 年連続最多となるなど、社会問題として顕在化しています。令
和 3 年は、民事上の個別労働紛争相談件数のうち、「いじめ・嫌がらせ」に関する相談が 24.4％を占
めました。 
 

図 10 民事上の個別労働紛争相談件数に占める「いじめ・嫌がらせ」の割合及び相談件数 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（令和 4 年版過労死等防止対策白書） 
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現在の自分の仕事や職業生活でのストレスについて「相談できる人がいる」とする労働者の割合は
92.1％でありますが、そのうち実際に相談した人がいる労働者の割合は 69.8％でした。相談できる人
がいても、そのうち約３割は実際には相談に至らない状況です。 

 

              

（図 11、図 12：令和 4 年版過労死等防止対策白書より） 

勤務問題を原因・動機の１つとする自殺者数の推移を年齢層別にみると、令和３年は「40歳～49歳

」が25.9％、「50歳～59歳」が21.7％、「30歳～39歳」が20.7％の順となっています。 

また、自殺者数の推移を原因・動機別の詳細別にみると、令和３年は「仕事疲れ」が28.3％「職場

の人間関係」が24.6％、「仕事の失敗」が17.0％、「職場の環境の変化」が14.0％の順になっていま

す。 

図13 勤務問題を原因・動機の１つとする自殺者数の推移（原因・動機詳細別） 

図 14 勤務問題を原因・動機の 1 つとする自殺者の推移（年齢層別） 

（図 13、図 14：令和４年度版過労死等防止対策白書） 

図 11 ストレスを相談できる人の有無 
図 12「ストレスを相談できる人がいる」とした労働

者のうち、実際に相談した人がいる労働者の割合 
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６ 職業別自殺者数の状況                                 

図15と図16を比較すると有職者の割合が増加しています。また表2の有職者の内訳を見ると被

雇用者・勤め人の自殺者の割合が全国と比べて高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*全自殺者に占める割合を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*全自殺者に占める割合を示す。 

 

 

表2 有職者の自殺の内訳（警察庁自殺統計特別集計（自殺日・住居地、H29～R3合計） 

（性・年齢・同居の有無の不詳を除く） 

 

職業 自殺者数 割合 全国割合 

自営業・家族従業者 5 人 7.7% 17.5% 

被雇用者・勤め人 60 人 92.3% 82.5% 

合計 65 人 100.0% 100.0% 

 

（地域自殺実態プロファイル2022 付表２を基に健康増進課作成） 

 

（地域自殺実態プロファイル 2022） 

図16 自殺者の職業別（警察庁自殺統計特別集計（自殺日・住居地、H29～R3合計 自殺者数159人）） 

図15 自殺者の職業別（警察庁自殺統計特別集計（自殺日・住居地、H24～28合計自殺者数220人））
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その他の
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（地域自殺実態プロファイル2022 付表２を基に健康増進課作成） 
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（人） 

図 17 地域の事業所規模別事業所／従業者割合（H28 経済センサス-基礎調査） 

 

労働者数５０人未満の小規模事業場ではメンタルヘルス対策に遅れがあることが指摘されており、
地域産業保健センター等による支援が行われています。自殺対策の推進の上でも地域の関係機関との
連携による小規模事業所への働きかけがのぞまれます。 

 
 

７ 原因・動機別の傾向                                  

山形市の自殺者を原因・動機別でみると、総数では健康問題が８３人と最も多く、次いで経

済・生活問題３６人、勤務問題２６人となっています。自殺の背景には、過労、生活困窮、育児

や介護疲れ、いじめや孤立などの様々な社会的要因があることが知られています。 

 

 

 

 

 

 
 

 家庭問題 健康問題 経済・生

活問題 

勤務問題 男女問題 学校問題 その他 不詳 計 

H29 ５ １9 ８ ７ ０ ５ ６ ９ ５９ 

H30 ３ １７ １１ ７ ４ ２ １ ４ ４９ 

R1 ４ １３ ４ ４ ０ １ ２ ３ ３１ 

R2 １ １１ ７ ６ ３ ０ ３ ６ ３７ 

R3 ５ ２３ ６ ２ ２ ０ ０ ６ ４４ 

計 １８ ８３ ３６ ２６ ９ ８ １２ ２８ ２２０ 

 

 
(注)明らかに推定できる原因・動機を自殺者一人につき３つまで計上可能としている。原因・動機が推定
できない者を除く（自殺者総数１５９人）。 

  総数（人） 1～4 人 5～9 人 
10 ～ 19
人 

20 ～ 29
人 

30 ～ 49
人 

50 ～ 99
人 

100 人以
上 

出向・派遣従

業者のみ 

事業所数 13,121 7,662 2,609 1,476 589 386 219 115 65 

従業者数 123,247 16,237 17,266 19,791 13,842 14,614 15,043 26,454 0 

表 3 山形市内の事業所規模別事業所数／従業者数（H28 経済センサス-基礎調査） 

表４ 
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5
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図18 山形市における自殺の原因・動機別人数 

（警察庁自殺統計特別集計データより健康増進課作成） 
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８ 自損行為による性別・年代別救急出動件数及び自殺未遂者の状況              

 自損行為による性別・年代別救急出動件数をみると、20歳代女性が他の年代に比べ多くなって

います。また令和３年は前年と比較すると出動件数が増加しています。本市の自殺者の未遂歴に

ついては、全国より多い傾向にあります。また、自殺者未遂者は自殺者の10倍いると考えられて

います。女性の場合は未遂を繰り返しながら既遂につながる場合があります。 
 

（消防本部救急救命課よりデータ提供、健康増進課作成） 
 

 

 

 

 

 

 

 

９ 心の健康（山形県）                                     

 令和４年度山形県民健康・栄養調査によると 20 歳以上において、ストレスがあると回答した

人の割合は、「大いにある」16.6％、「多少ある」55.9％となっており、平成２８年と比較して

増加しています。またストレスが「大いにある」と感じた人の割合を男女別にみると、男性が

14.5％、女性が 19.1％と女性の方が高くなっています。年齢階級別にみると男性では 30歳代が

22.2％、女性 20歳代で 32.0％と最も高くなっています。 

 

未遂歴 自殺者数 割合 全国割合 
あり 42 人（男性 21 人、女性 21 人） 26.4% 19.4% 
なし 106 人（男性 86 人、20 人） 66.7% 62.3% 
不詳 11 人（男性 8 人、女性 3 人） 6.9% 18.3% 
合計 159 人 100% 100% 

（令和４年度山形県民健康・栄養調査） 
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図21-2＜女性＞
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図19-1 自損行為による性別・年代別

救急出動件数（H30 ～R3）
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図19-2 自損行為による救急出動件数

（H30 ～R3）

男性 女性 不明

表5 自殺者における未遂歴の総数 

（自殺統計(再掲)もしくは特別集計（自殺日・住居地、H29～R3合計）） 
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10 生活困窮の現状                                  
 

（１）生活保護受給世帯の状況 
山形市における令和 4 年度末の生活保護状況は、1,811 世帯・2,149 人、保護率は 8.73％とな

っており、令和 3 年度と比較すると横ばいから微増傾向に移りつつあります。令和 4 年度における

生活保護申請理由として、収入や預貯金等の減がその多くを占め、その中でも預貯金の減が 51.6％

ともっとも多く 5 割を超えております。生活保護決定後の類型を見ると、家族構造の変化や扶養家

族の希薄化等もあり、平成 30 年度からは単身の高齢世帯が全体の 5 割以上を占めております。 

   

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（生活福祉課よりデータ提供、健康増進課作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （生活福祉課よりデータ提供、健康増進課作成） 

（２）生活困窮者自立相談支援事業（生活サポート相談）の状況 
 
  生活困窮者自立相談支援事業（生活サポート相談）は、市社会福祉協議会と市役所の2か所 

に窓口を設置し、相談支援員、就労支援員、家計改善支援員を配置しております。令和元年、 
2年は、コロナによる生活相談、債務相談、給付金の申請相談が増加しました。相談内容とし 
て最も多いのは、収入・生活費で、次いで債務、住まいについてとなっています。 
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図23 山形市生活保護相談・申請の状況

相 談 申請受理

（件）

年度 

1,524 1,571 1,606 1,713 1,731 1,790 1,789 1,783 1,811

1,920 1,991 2,013 2,134 2,128
2,183 2,166 2,146 2,149
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図22 保護率の推移
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年度 

（‰） 
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※生活困窮者自立相談支援事業（生活サポート相談） 
平成 27 年 4 月から生活困窮者自立支援法が施行されたことに伴い、生活保護に至る前の段階の自

立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し、以下の支援を行うことを目的に同法の必須事業と

して実施。 

①就労の支援、その他の自立に関する問題について相談対応、②生活困窮者の抱えている課題を評

価・分析し、そのニーズを把握、③ニーズに応じた支援が計画的に行われるよう、プラン（自立

支援計画）を策定。 

表6 利用者数の推移（生活サポート相談窓口） 

年度 Ｈ29 Ｈ30 R1 R2 R3 R4 
問合せ・相談実人数 558 861 1,005 1,362 951 962 
問合せ・相談延件数 3,187 4,215 19,507 8,915 7,459 7,881 

 

（３）福祉まるごと相談（※）の状況 

平成28年9月から相談を実施。新規相談件数は、200～300件で推移しています。令和2年度はコ

ロナに関連し、住居確保給付金やコロナ給付金に関する相談が増加しています。令和4年度は358件

で、相談内容として最も多いのが生活困窮で相談内容の大半を占めています。次いで、家計や仕事と

なっております。 

※福祉まるごと相談…我が事丸ごと地域づくり推進モデル事業の地域福祉相談支援体制構築

モデル事業として、複合的な課題や制度の狭間の問題を横断的・包括的に把握・整理し、適切

な支援を受けられるようコーディネートしている。 

 

 

表7 平成29年度～令和4年度までの相談状況（件数）（福祉まるごと相談実績報告書）                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

新規相談件数 194 228 213 303 885 341 358 

内
訳 

初回相談 

電話 129 138 145 194 651 244 246 

来所 46 64 51 97 211 88 89 

訪問 19 26 17 12 23 9 23 
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11 母子の状況                                     

 ①要支援の妊婦の割合（妊娠届出より） 

 

 

 

 

 

 

 

（母子保健課よりデータ提供、健康増進課作成） 

②産後不安・産後うつのある母の割合※ 

※育児支援家庭訪問事業におけるエジンバラ産後うつ質問票（＊）９点以上の割合 

 

 

 

 

 

   

 

（母子保健課よりデータ提供、健康増進課作成） 
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図24 要支援妊婦の割合（妊娠届出より）
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図25 産後不安・産後うつのある母の割合
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子育て・教育

25%

該当なし

22%

家族関係

7%
こども宅食関連

7%

病気・障害

5%

地域・行政サービ

ス・制度利用

6%

その他

28%

③保護者の子育てに対する状況 

※ 子育てに不安や負担を感じている保護者の割合… 

  健やか親子２１質問票「あなたは、お子さんに対して、育てにくさを感じていますか」の問いに「い

つも感じる」「時々感じる」と回答したものの割合   （母子保健課よりデータ提供、健康増進課作成） 

 

 産後不安・産後うつによって支援を要する保護者は、今後も一定数見込まれます。 

成長に伴って子育てに不安や負担を感じている保護者の割合が上昇し、特に３歳児健診におい

ては、継続支援が必要なこどもの割合に比べて、子育てに負担を感じる保護者の割合が高くなっ

ています。 

12 おやこの状況                                      

おやこよりそいチャットやまがたにおける相談の状況 

 おやこよりそいチャットやまがたとは… 

社会福祉士、精神保健福祉士等の有資格者で、相談支援の実務経験がある相談員（デジタル

ソーシャルワーカー）を配置したチームがLINE上で相談を受ける仕組み。令和４年４月に利用

開始。 

 

 令和４年度相談総数 2,781件 

図27 相談内容の内訳（重複含む） 
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図26 乳幼児健診で継続支援の必要な児の割合

子育てに不安や負担を感じている保護者の割合（※）

継続支援が必要な児 子育てに不安や負担を感じている保護者の割合

（おやこよりそいチャットやまがた 報告書） 

（その他の内容） 

・仕事関係・就労関係 

・生活困窮 

・情報配信、キャンペーン関連への問い合わせ 

・離婚関係 ・介護 

・コロナ関連 ・希死念慮、自傷 

・DV ・児童虐待 ・法律関係 
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13 高齢者の状況                                     

① 要介護状態となり得る６つのリスク別出現率  

前回の調査結果と比較すると、「運動器の機能低下」「口腔機能の低下」「閉じこも 

り傾向」の出現率は低下しており、「低栄養の傾向」の出現率は横ばい、「認知機能の 

低下」「うつ傾向」の出現率は上昇しています。 

 

 

 

 

② 「閉じこもり傾向」リスク出現率 

  男性より女性の方が高く、特に８５歳以降から大きく高まっていく傾向にあります。 
 

 

 

 

（令和２年介護予防・日常生活圏域ニーズ調査）  

 

 

 

 

図 28 前回調査と比較した６つのリスク出現率 

図 29 性別・年齢階級別「閉じこもり傾向」リスク出現率 

（令和２年介護予防・日常生活圏域ニーズ調査） 
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③「うつ傾向」リスク出現率 

  男性より女性の方がやや高く、年齢による差異はほとんどありません。 
 

 

 

（令和２年 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査） 

※第７期は平成３０年～令和２年、第８期は令和３年～令和５年の計画実施期間とする。 

 

④地域包括支援センターへの相談件数の推移 

 平成３１年/令和元年以降の２年間は、前年と比較し相談件数が増加しました。 

 

表8 地域包括支援センターへの相談件数（長寿支援課より情報提供、健康増進課作成） 

 

 

 

 

（件） 

 

14 児童生徒及び学生等の状況（全国）                              

【児童生徒及び学生等の状況】 

 自殺者総数が減少傾向にある一方、 

「小学生」、「中学生」、及び「高校生」 

（以下、「児童生徒」）は減少傾向が 

みられず、コロナ禍前の平成２９年からは 

増加傾向となっています。 

 男女別でみると、女子が「中学生」、 

「高校生」とも、令和元年から令和２年 

にかけて大きく増加しています。 

＜図31＞児童生徒及び学生等の 

自殺者数の推移（男女計）    
  （警察庁「自殺統計」より 

自殺対策推進センター作成） 

 

 実件数 延件数 

平成３１年/令和元年 5,010 6,088 

令和２年 5,042 6,337 

令和３年 5,118 6,536 

令和４年 5,105 6,378 

図 30 性別・年齢階級別「うつ傾向」リスク出現率 
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15 新型コロナウイルス感染症拡大の影響（全国）                         

全国の自殺者数については、同感染症の 

感染拡大が始まった令和２年に１１年ぶり 

に前年を上回りました。男性は令和２年・ 

３年とも減少を続けている一方、女性は 

令和２年に大きく増加し、令和３年も増加 

しました。 

＜図32＞自殺者数の推移 
（警察庁「自殺統計」より 

厚生労働省自殺対策推進室作成） 

 

 

〔参考〕 

①新型コロナ感染拡大による国民生活への影響（令和３年版厚生労働白書より・抜粋） 

 

仕事・収入への影響 

〇令和２年４月に休業者が急増（一斉休校、緊急事態宣言）。非正規雇用、特に「女性」と、「宿

泊・飲食業」、「生活関連サービス・娯楽業」等特定の業種で雇用者数が顕著に減少。 

〇休業、労働時間いずれも、子育て女性への影響が大きい。 

〇これまでにない大規模な個人や世帯に対する経済的支援策を実施。 

〇雇用調整助成金や休業支援金等の雇用維持支援施策により、リーマンショック時に比べ、完全

失業率の上昇は抑制。失業の増加が比較的抑えられ、被保護世帯の増加はリーマンショック時

に比べ抑制（令和３年３月時点）。 

働き方の変化と家庭生活への影響 

〇就業者の約３分の１がテレワークを経験。 

〇自粛生活により家事・育児の時間の絶対量が増加し、女性の負担が相対的に増加。 

自粛生活の影響 

〇自粛生活により、高齢者の交流機会が減少、認知機能の低下やうつ傾向の増加が懸念。 

〇「集う」に代えて、フードパントリー、戸別訪問（アウトリーチ）、オンライン活用などの新

しい手法での「つながり」が増加。 

〇令和２年７月以降、自殺者が増加傾向。特に女性と若者の増加が著しい。 

〇自宅で家族と過ごす時間が増加する中で、配偶者からの暴力（ＤＶ）の増加が懸念される。 

〇令和２年の婚姻件数、妊娠届出数は減少、感染拡大による出生数の減少が懸念される。 
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②「令和４年版自殺対策白書」において、新型コロナ感染症の感染症拡大下における我が国の自

殺動向に係る分析結果として、以下の４点をあげています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 令和２年と３年の自殺者数の感染拡大前５年平均自殺者数からの増減は、男性自殺者数の減少

と女性自殺者数の増加という、男女差が明確に浮かび上がった。 

② 「～19 歳」、「20～29 歳」における自殺者数の増加が男女共通の傾向として浮かび上がった。

ただし、女性自殺者数の増加は男性よりも著しく大きい。 

③ 「同居ありの男性」は有職無職かかわらず、「30～39 歳」以上のほとんどの年齢階級で減少が

みられた。一方、女性では、無職の場合、「30～39 歳」以上の多くの年齢階級で減少がみられた

が、有職である場合、「20～29 歳」から「50～59 歳」までの年齢階級を中心に増加した。 

  感染拡大前と比較した家事にかける時間は、配偶者のいる女性で増加したという調査もあり、

有職の女性の自殺が増えた背景には、仕事と家庭の両立に係る生活環境の変化等が影響している

可能性が考えられる。 

なお、「同居人なし」の場合、有職男性全般、無職男性の高齢者層などで増加傾向にある。同居

人がいないということは、何か異変に気付くことのできる身近な存在がいないともいえ、感染拡

大下において行動面での制約がある中で、一人悩みを抱えてしまった可能性も考えられる。 

④ 「有職女性」においては、同居人の有無にかかわらず、「50～59 歳」以下の年齢階級において

感染拡大前５年平均自殺者数から増加していた。分析の結果、有効求人倍率の低下が無職の女性

自殺死亡率の上昇と統計的に関係していることが分かり、労働市場の自殺死亡率への影響が示唆

される。 
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第１期計画 Ｈ31（Ｒ1）～Ｒ5 の進捗状況 

【施策の柱ごとの主な実績】                 関係機関等：庁外の関係機関 

基本施策１ 自殺の実態を明らかにし、効果的な施策を企画・実施する 

（１） 地域の自殺の実態を明らかにする                【健康増進課】 

取組項目 主な実績 

既存統計等を活用した自殺の実態把握 厚生労働省人口動態統計や警察庁自殺統計等を用いた

自殺の実態把握 

（２） 効果的な施策を企画・実施する                 【健康増進課】 

取組項目 主な実績 

自殺対策の推進 

（ＰＤＣＡサイクルを通じ関連施策と有機

的に連携した施策を展開） 

自殺対策推進庁内連絡会議やいのち支える山形市自殺

対策協議会を開催し、各部署の役割や事業・取組状況を

共有 

 

基本施策２） 気づき見守る人材を育成する 

【男女共同参画センター、学校教育課、健康増進課、社会教育青少年課、生活福祉課、図書館、消防本部、関係機関】 

取組項目 主な実績 

（１）市民一人ひとりの気づきと見守りを

促す 

・男女共同参画センター学習事業の実施 

・こころ支えるサポーター講座の実施 

・青少年相談事業（少年相談員研修） 

・我が事・丸ごと地域づくり推進モデル事業（令和４年

度～「我が事・丸ごと地域づくり推進事業」、「福祉ま

るごと支援事業」として実施） 

・いのちに関する指導推進事業の実施 

・小中学校における個人面談・教育相談の実施や特別な

支援を必要とする児童生徒への対応、いのちの学習や

薬物乱用防止教室の実施 

・縦割り班活動の実施（小学校） 

・医療機関におけるうつ病の早期発見、早期治療への対

応 

・山形いのちの電話に従事するボランティア相談員の

養成や研修会の実施 

・自死遺族に対応する際に必要な知識の普及（山形警察

署） 

・心の健康づくり推進事業（正しい知識の普及啓発）、

自殺未遂者相談支援事業、ひきこもり対応地域支援力

アップの研修やガイドブックの作成（村山保健所） 

・人材育成研修事業や技術指導・技術援助（山形県精神

参考資料３ 
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保健福祉センター） 

 

基本施策３） 市民への啓発・周知 

（１）自殺の現状や自殺対策に関する市民の理解の促進  

（２）相談窓口などの情報発信  

【市民相談課、生活福祉課、広報課、産業政策課、男女共同参画センター、健康増進課、図書館、消防本部、関係機関】 

取組項目 主な実績 

①自殺や自殺関連事象に対する正しい知識

の普及 

②地域における支援策、相談窓口情報等の

分かりやすい発信 

・市民相談事務 

・生活困窮者自立支援事業の実施 

・若年層を対象とした DV 防止啓発事業や小・中学生向

け自殺防止啓発事業、配偶者暴力（DV）防止関連事業

の実施 

・自殺予防週間及び自殺対策強化月間に合わせた広報

媒体やパンフレット・啓発グッズの配布、ポスター掲

示等による啓発、図書館に「心の健康啓発コーナー」

を設置し、親子向けにいのちを大切にすることをテー

マとしたおはなし会を開催 

・市ホームページにメンタルチェックシステム「こころ

の体温計」を掲載 

・応急手当講習会の際に命の大切さについての講話を

取り入れ、自殺予防を推進 

・応急手当感謝カードによる相談窓口の周 

 知 

・山形市くらしのガイドの発行 

・求人情報サイト運営（令和３年３月末まで） 

・山形いのちの電話に関する広報 

・メンタルヘルス対策の指導等についてのリーフレッ

トを配布（山形労働基準監督） 

・くらしとこころの相談会の実施（山形県弁護士会） 

・心の健康づくり、自殺関連に係る普及啓発、困った時

の相談窓口活用ガイドの利活用（山形県精神保健福祉

センター） 

・心の健康に関する出前講座、心の健康づくり推進事

業、自殺対策推進月間等における普及啓発活動、正し

い知識の普及啓発、うつ病家族教室（村山保健所） 
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基本施策４） いのち支える取組の充実 

（１）相談支援の充実  

【市民相談課、男女共同参画センター、管理住宅課、国民健康保険課、生活福祉課、障がい福祉課、国際交流センター、

健康増進課、母子保健課、こども家庭支援課、済生館、社会教育青少年課、消費生活センター、防災対策課、消防本部、

関係機関】 

取組項目 主な実績 

①心の健康相談の充実 ・市民相談事務 

・男女共同参画センターにおける一般相談女性の思春

期から更年期まで相談の実施 

・配偶者暴力（DV）防止関連事業の実施 

・DV 相談窓口担当者研修会の実施 

・保険給付相談の実施 

・重複頻回受診者対策事業 

・中国残留邦人等生活支援事業や生活保護に関する事

務、生活保護各種扶助事務、生活困窮者自立支援事業

の実施 

・障がいに関する相談や各種申請等への対応業務、精神

障がい者家族教室の実施 

・こころの悩みや健康の悩み、人間関係、家庭問題等

様々な健康に関する相談対応 

・離乳食に関する相談事務 

・こころ支えるサポーター講座の実施 

・子育てはぁと相談や幼児発達相談、乳幼児健康診査に

おける個別相談 

・児童家庭相談事業や母子父子寡婦福祉相談、女性相談

の実施 

・母子生活支援施設措置 

・虐待（疑い）患者への支援 

・青少年相談事業（少年相談員による電話・メールによ

る相談、少年相談員研修） 

・外国人相談窓口の開設 

・応急手当感謝カードによる相談窓口周知 

・職業相談や求職カウンセリングコーナーの設置（ハロ

ーワークやまがた） 

・産業医による面接（山形地域産業保健センター） 

・精神科医療機関による受診相談（精神科医療機関 若

宮病院） 

・自殺予防のための電話相談（いのちの電話） 
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・療育が必要な児童や障がいがある方へのサービス等

利用計画の作成や相談対応（障がい委託相談支援事業

所） 

・心理相談やサポートステーションによる相談支援（認

定 NPO 法人発達支援研究センター） 

・学外カウンセラーによる相談や保健室での相談、ハラ

スメント相談、学生相談の実施（山形県立保健医療大

学） 

・医療・医事相談の実施（医療機関 山形大学医学部附

属病院） 

・うつ病の早期発見、早期治療への対応 

・薬剤師による相談で、慢性的な疾患以外にコロナうつ

患者等に対する専門医療機関への受診推奨等を実施。

（山形市薬剤師会） 

・精神保健福祉相談事業・各種相談事業 

（山形県精神保健福祉センター、村山保健所） 

②東日本大震災による避難者への支援の 

継続 

・県外避難者支援事業の実施 

・避難者の健康診査（成人・乳幼児）、妊婦健康診査、

育児支援家庭家庭訪問、（予防接種（成人・乳幼児）

等の実施 

③多重債務の相談窓口の充実 ・生活困窮者支援事業 

・地域福祉相談支援体制構築モデル事業 

・ふれあい総合相談所、生活サポート相談窓口の設置、

福祉サービス利用援助事業 

・「我が事・丸ごと地域づくり推進事業」、「福祉まるご

と支援事業」（R4～重層的支援体制整備事業として実

施） 

・多重債務者無料増相談会の開催や消費生活相談の実

施 

・要援護世帯に対する市営住宅確保の優先措置 

④経営者に対する相談支援の実施 ・企業支援、定期窓口相談・専門家派遣事業（山形商工

会議所） 

⑤慢性的な疾患をかかえる患者等に対する

相談支援の充実 

・医療福祉相談やがん相談の実施 

⑥法的問題解決のための情報提供の充実 ・消費生活法律相談の実施 

・法律相談 

・高齢者障害者支援センターによる相談支援（山形県弁

護士会） 
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⑦家族や知人等を含めた支援者への支援 ・障がいに関する相談や各種申請対応業務、精神障がい

者家族教室の実施 

・こころの悩みや健康の悩み等様々な健康に関する相

談への対応 

・こころ支えるサポーター講座の実施 

 

（２）適切な精神保健医療サービスを受けられるようにする 

【国民健康保険課、生活福祉課、障がい福祉課、済生館、健康増進課、消防本部、関係機関等】 

取組項目/事業名等 主な実績 

①うつ病等についての普及啓発の推進 ・精神障がい者家族教室の実施、精神福祉制度説明会の

実施 

・応急手当感謝カードによる相談窓口の周 

 知 

・市民に対する精神疾患の正しい知識の普 

及啓発 

・保健・医療・福祉・民間団体等に対して医 

療全般に関する専門的助言を行う 

（山形市医師会） 

②精神科疾患等によるハイリスク者対策の

推進 

・生活習慣病重症化対策事業の実施 

・生活保護施行に関する事務、生活保護各種扶助事務、

生活困窮者自立支援事業の実施 

・精神障害者手帳の交付申請受付 

・医療福祉相談やがん相談の実施 

・自殺企図患者への地域医療連携 

・こころの悩みや健康の悩み、人間関係、家庭問題等

様々な健康に関する相談への対応 

・医療機関におけるうつ病の早期発見、早期治療への対

応 

・精神科医療機関による受診相談や精神科医療機関専

門外来による対応（精神科医療機関 若宮病院） 

・療育が必要な児童や障がいがある方へのサービス等

利用計画の作成や相談対応（障がい委託相談支援事業

所） 

・ハラスメント相談の実施（山形県立保健医療大学） 

・医療福祉相談窓口の設置（医療機関相談室（山形大学

医学部附属病院）） 

・高齢者障害者支援センターによる相談支援（山形県弁

護士会） 
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・くらしとこころの相談会の実施（山形県弁護士会） 

・精神保健福祉相談事業や各種相談事業（山形県精神保

健福祉センター、村山保健 

 所、） 

 

（３）子ども・若者の自殺対策 

【男女共同参画センター、生活福祉課、保育育成課、学校教育課、社会教育青少年課、健康増進課、関係機関】 

取組項目/事業名等 主な実績 

①学校における子どもへの支援 ・小・中学生向け自殺防止啓発事業 

・いじめ防止の組織づくり 

・健康教育に関する普及啓発事業やいのちに関する指

導推進事業の実施 

・小学校や中学校におけるいじめ対策 

・いのちの学習、個人面談や教育相談、特別な支援を

必要とする児童への対応 

・SNS 学習 

・小学校における縦割り班活動 

・公立小学校における児童生徒の SOS の出し方教育の

実施 

②（子どもや）若者への支援 ・若年層を対象とした DV防止啓発事業 

・生活困窮者自立支援事業 

・青少年相談事業（少年相談員による電話・メールに

よる相談、少年相談員研修） 

・放課後児童健全育成事業 

・産業医、学校医、施設の嘱託医としての活動（山形

市医師会） 

・子どものこころの健康相談（精神科医療機関専門外

来 若宮病院） 

・フリースペースの開設、ポートステーションによる

相談支援、若者相談支援拠点にによる相談支援（認

定 NPO 法人発達支援センター） 

・くらしとこころの相談会（山形県弁護士会） 

・自殺予告事案への緊急対処やサイト管理者等への自

殺関連情報の削除依頼（山形警察署） 

・思春期精神保健対策事業（山形県精神保健福祉セン

ター） 
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（４）勤務・経営問題による自殺対策 重点施策１  

【男女共同参画センター、産業政策課、健康増進課、関係機関】 

取組項目/事業名等 主な実績 

①勤務・経営問題による自殺リスクの低減

に向けた取組の継続及び関係機関との連携 

・男女共同参画講演会事業の実施 

・経営アドバイス事業（R1～R3）、金融対策事業、労働

力確保推進事業の実施 

・職場や地域などにおけるこころの健康づくりの正し

い知識の普及啓発活動 

・中小企業等向けの「こころ支えるサポーター講座」

の実施 

・産業医、学校医、施設の嘱託医としての活動（山形

市医師会） 

・企業支援、定期窓口相談及び専門家派遣事業（山形

商工会議所） 

・事業場に対するメンタルヘルス等に関する指導や周

知（山形労働基準監督署） 

・長時間労働者に対する面接指導（山形労働基準監督

署） 

・ストレスチェック導入支援や職場のメンタルヘルス

対策の推進（山形地域産業保健センター 産業保健総

合支援センター事業） 

・労働問題法律相談（山形県弁護士会） 

②勤務問題の理解を深め、相談機関の周知

を図る 

③健康経営に資する取組を推進する 

 

（５）高齢者の自殺対策 重点施策２ 【生活福祉課、長寿支援課、介護保険課、産業政策課】 

取組項目/事業名等 主な実績 

①高齢者の自殺対策についての知識の普

及・啓発 

・認知症サポーター養成講座や認知症カフェ、認知症

について考えるセミナー 

・認知症早期発見・普及啓発活動 

②居場所づくり等の推進による社会参加の

強化 

・生涯現役促進地域連携事業 

・住民主体の通いの場の立ち上げ支援・継続支援 

③関係機関の連携した支援 ・ふれあいバス事業 

・中国残留邦人等生活支援事業 

・認知症地域支援推進員の推進 

・認知症初期集中支援チーム 

・高齢者の権利擁護支援 

・地域包括支援センターによる支援 

・産業医、学校医、施設の嘱託医として活動（山形市

医師会） 



8 
 

・福祉協力員活動 

・民生委員・児童委員活動 

・高齢者障害者支援センターによる法律相談（山形県

弁護士会） 

④介護者への支援の充実 ・高齢者とその家族に対する総合相談支援 

・介護者交流会等の開催（R1） 

⑤高齢者等の疾病・健康不安に対する支援 ・７５歳節目訪問・８０歳節目アンケートによる状態

把握。アンケートの返送がない方及びハイリスクの

方に対し、介護予防指導員が自宅訪問し、必要な支

援・指導を実施。介護予防教室、地区介護予防講座

の実施 

・地域リハビリテーション活動支援事業 

・介護保険の申請および介護保険料納付相談等の実

施、要介護認定申請者に対する認定調査の実施 

・薬剤師による相談で、慢性的な疾患以外にコロナう

つ患者等に対する専門医療機関への受診推奨等を

実施。（山形市薬剤師会） 

 

（６）自殺未遂者への支援 【健康増進課、国民健康保険課、済生館、関係機関】 

取組項目/事業名等 主な実績 

①自殺未遂者への支援 ・医療機関や相談支援機関と連携した支援 

・保険給付相談 

・自殺企図患者への地域医療連携 

・学外カウンセラーによる相談や保健室での相談、学

生相談の実施（山形県立保健医療大学） 

・子ども相談窓口の設置（山形県弁護士会） 

 

（７）遺された人への支援 【健康増進課、関係機関】 

取組項目/事業名等 主な実績 

遺された人への支援 ・自死遺族に対応する際に必要な知識の普及（山形警

察署） 

・自死遺族支援事業（山形県精神保健福祉センター） 

 

（８）社会全体の自殺リスクを低下させる  

【健康増進課、母子保健課、国民健康保険課、産業政策課、学校教育課、こども家庭支援課、社会青少年教育課、 

消費生活センター、生活福祉課、ごみ減量推進課、関係機関】 

取組項目/事業名等 主な実績 

①ひきこもりへの支援の充実 ・ひきこもり状態にある本人やその家族を対象に保健
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所職員及び精神科医師の相談、家庭訪問、家族交流

会を実施。 

・関係機関と連携した継続支援 

・ひきこもり支援の対応力向上のため、関係機関との

事例検討会を開催） 

・若者を対象とした相談支援や居場所づくり（認定NPO

法人発達支援センター） 

②生活困窮者へ自殺対策  

重点施策３ 

・税の賦課(軽減） 

・就学援助と特別支援学級奨励補助に関する事務 

・生活保護施行に関する事務 

・生活サポート相談窓口の設置 

・「我が事・丸ごと地域づくり推進事業」、「福祉まるご

と支援事業」（R4～重層的支援体制整備事業として

実施） 

・福祉協力委員活動 

③無職者・失業者の自殺対策  

重点施策４ 

・求人情報サイト運営 

・職業相談や求職カウンセリングコーナーの設置（ハ

ローワークやまがた） 

・生活保護法法律相談 

・自立相談支援事業（山形県弁護士会） 

④消費生活に関するトラブルへの対応 ・消費生活法律相談 

・消費者啓発協力員による啓発活動 

⑤妊産婦への支援の充実 ・マタニティーブルーや産後うつについて普及啓発 

・産後ケア事業の充実 

⑥ひとり親家庭に対する支援の充実 ・母子生活支援施設措置 

・母子父子寡婦福祉相談 

・山形市健やか教育手当支給事務、ひとり親家庭等医

療費助成事務 

⑦児童虐待への支援の充実 ・児童家庭相談事業や女性相談の実施 

・要保護児童対策地域協議会の設置・運営 

 

基本施策５）関係機関の機能強化及びネットワーク体制の構築 

【健康増進課、生活福祉課、障がい福祉課、こども家庭支援課、済生館、関係機関】 

取組項目/事業名等 主な実績 

①②地域における関係機関の機能及び連携

の強化 

 

・いのち支える山形市自殺対策協議会開催 

・我が事・丸ごと地域づくり推進モデル事業（令和４

年度～「我が事・丸ごと地域づくり推進事業」、「福

祉まるごと支援事業」としての実施） 
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・福祉の地域づくり推進事業費の補助 

・民生児童委員による地域の相談支援 

・山形市障がい者自立支援協議会開催 

・要保護児童対策地域協議会の設置・運営 

・自殺企図患者への地域医療連携 

・山形いのちの電話に従事するボランティア相談員の

養成や研修会の実施 

・自死遺族に対応する際に必要な知識の普及（山形警

察署） 

・医療・保健・福祉関係機関連絡会議等への支援（山

形県精神保健福祉センター） 

・地域自殺対策推進会議の開催（村山保健所） 

 

 


